
令和８年度

特定給食施設講習会

茅ヶ崎市保健所衛生課 食品衛生担当



講義内容

１ 食品衛生責任者の責務

２ 食中毒予防とＨＡＣＣＰ

３ 緊急対応と日常管理



講義内容

１ 食品衛生責任者の責務

２ 食中毒予防とＨＡＣＣＰ

３ 緊急対応と日常管理



１－１食品衛生責任者とは



１－２食品衛生責任者の選任等

(食品衛生法施行規則 別表第１７)

１ 食品衛生責任者等の選任

イ 法第５１条第１項に規定する営業を行う者（法第６８

条第３項において準用する場合を含む。以下この表にお

いて「営業者」という。）は、食品衛生責任者を定める

こと。（略）

二 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。



１－３食品衛生責任者の責務

①施設の衛生管理の実施と維持

②従業員に対する衛生教育の

実施と指導

③衛生管理計画の策定、実行、見直し



１－４食品衛生責任者の責務①

施設の衛生管理の実施と維持

・施設・設備の点検と維持管理

・調理器具の洗浄・殺菌

・温度管理の徹底



１－５食品衛生責任者の責務②

従業員に対する衛生教育の実施と指導

・定期的な教育機会の提供

・実地指導（ＯＪＴ）の強化

・従業員の健康管理



１－６食品衛生責任者の責務③

衛生管理計画の策定・実行・見直し

・計画の策定

・計画の実行と記録

・計画の見直しと改善



講義内容

１ 食品衛生責任者の責務

２ 食中毒予防とＨＡＣＣＰ

３ 緊急対応と日常管理



２－１食中毒発生状況

事件数（総数１,０４７件）

過去の事件数

令和５年 1,021件

令和６年 1,037件

令和７年 1,047件

アニサキス
２５７件

ノロウイルス
４１６件

カンピロバクター
１８９件



２－２食中毒発生状況

患者数（総数２１,４５３名）

過去の患者数

令和５年 11,803名

令和６年 14,229名

令和７年 21,453名

ノロウイルス
１６,１２１名

ウエルシュ菌
１,０５５名



２－３食中毒事例

発生年月：令和６年８月
発生場所：宿泊施設
患者数：９４名（摂食者１７１名）
主な症状：下痢、発熱、腹痛
病因物質：ノロウイルス ＧⅡ
検出：患者便、調理従事者１名の便



２－４微生物とともに



２－５食中毒予防の三原則



２－６衛生的な手洗い

手洗い方法 手に残ったウイルス量

手洗い前 約１００万個以上

流水で１５秒 約１万個

ハンドソープで１０秒洗浄後
流水で１５秒

約数１００個

ハンドソープで１０秒洗浄後
流水で１５秒を２回繰り返す

約数個



２－７温度管理の徹底



２－８十分な加熱と消毒

中心温度７５℃で１分間以上
加熱しなきゃ！



２－９ＨＡＣＣＰの導入

仕入れ 保管 調理 提供

冷蔵・冷凍庫の温度記録 加熱調理の記録



２－１０一般衛生管理

器具 設備 健康管理



２－１１重要管理点の例

加熱 冷却

適切な温度で加熱されているかチェック



２－１２記録の重要性



講義内容

１ 食品衛生責任者の責務

２ 食中毒予防とＨＡＣＣＰ

３ 緊急対応と日常管理



３－１食中毒発生時の初動対応



３－２検体の確保

－２０℃以下で２週間以上保管

５０ｇ以上
採取



３－３原因が判明するまでの措置

！出勤ＮＧ！しっかり
清掃・消毒！



３－４日々の管理

日々の点検が
大事ぞよ！



本日の振り返り

１ 食品衛生責任者の意識

２ 衛生管理の徹底

３ 事故発生時の対応



安心・安全な給食提供のために


